


※上記以外の消毒液については，関係書類の提出により，感染防止に関する有効性が認められる 

場合には補助対象として認めるものとする。

※「厚労省　新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について」に掲載されている消毒液（高濃度エタノ
　ール製品　（60%以上）、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、次亜塩素酸水、亜塩素酸水）とする。
　　上記以外の消毒液については、関係書類の提出により、感染防止に関する有効性が認められる場
　合には補助対象として認めるものとする。


